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中学生以上用�



平成１９年６月２０日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」（平成１９年法律第９０号）
により、自転車に関する通行ルール等の規定が改正されました。�

改正された主な通行ルールの内容�改正された主な通行ルールの内容�

歩道通行ができるのは、�

①道路標識等で指定された場合�
②運転者が児童、幼児等の場合�
③車道又は交通の状況からみて�
　やむを得ない場合�

歩行者も�
「普通自転車通行指定部分」をできるだけ�
避けて通行する努力義務�

※ただし、警察官が、歩行者の安全を確保
するために必要があると認めて指示した
ときは、歩道を自転車に乗って通行して
はいけません。�

児童・幼児（１３歳未満の者）を保護する責任の
ある者は、児童・幼児を自転車に乗車させると
きは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努め
なければなりません。�

改正前�
道路標識等により�
歩道通行できること
とされている場合�

道路標識等により�
歩道通行できること
とされている場合�

改正後�
運転者が児童、幼児等の場合�

車道又は交通の状況からみて�
やむを得ない場合�

自転車及び�
歩行者専用の標識�

（注）�

（注）�

普通自転車�車体の大きさが長さ1.9メートル、幅0.6メートルを超えない二輪又は三輪の自転車で、他の車両をけん引�
していないなど、内閣府令で定める基準に適合するもの。（側車付きのものやタンデム車は除きます。）�

※平成20年6月1日に施行される予定です。�



一時停止の�
標識�

自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全に利用しましょう�

自転車安全利用五則を守りましょう。�自転車安全利用五則を守りましょう。�自転車安全利用五則を守りましょう。�

道路交通法上、自転車は軽車両と位置
付けられています。したがって、歩道と
車道の区別のあるところは車道通行
が原則です。�
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金�

児童・幼児の保護責任者は、�
児童・幼児に乗車用ヘルメット�
をかぶらせるようにしましょう。�

飲酒運転・二人乗り・並進は禁止� 夜間はライトを点灯�

交差点での信号遵守と
一時停止・安全確認�

歩道では、すぐに停止できる速度で、
歩行者の通行を妨げる場合は一時停
止しなければなりません。�
【罰則】2万円以下の罰金又は科料�

自転車は道路の左端に寄って通行し
なければなりません。�
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金�

飲酒運転�
【罰則】�
5年以下の懲役又は�
１００万円以下の罰金�

※酒に酔った状態で�
　運転した場合�

夜間は、前照灯及び尾灯（又�
は反射器材）をつけなければ�
なりません。�

【罰則】2万円以下の罰金又は科料�

【罰則】5万円以下の罰金�

信号や一時停止の標識を守り、�
狭い道から広い道に出るとき�
は徐行し、安全確認を忘れず�
に行いましょう。�

【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円�
　　　　以下の罰金�

二人乗り� 並進�※「並進可」標識のある場所�
　以外では禁止。�



　「ＴＳマーク」は、Traffic Safety（交通安全）の頭文字を取ったマークで、「自転車安全整備店」
で自転車安全整備士が点検・整備をした、道路交通法に基づく安全な普通自転車のあかしのマー
クです。自転車は自動車と同様に車両です。きちんと点検・整備をした安全な自転車で、ルールや
マナーを守り、安全運転を心がけましょう。万が一事故が起きた場合、ＴＳマークが貼ってあれば、
賠償責任保険・傷害保険が付いているので安心です。（点検・整備をしてから補償期間は１年間です。）�

セフティちゃん� セイビィくん�

ブレーキ・チェーン・�
ペダル等の調子を�
見てくれます。�

安全な乗り方、事故防止の指導が受けられます。�

ＴＳマークには、点検年
月日、自転車安全整備士
の番号が記入されます。�
お店からＴＳマーク付帯
保険加入書が渡されます。
大事に保管してください。�

道路交通法に基づく点検・整備をした
普通自転車です。�
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自転車事故（10年間）の推移�
（件数）�

9年�11年�13年�15年�17年�19年�（平成）�

自転車相互事故�
（10年前比6.5倍）�

自転車対歩行者事故�
（10年前比4.5倍）�
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（警察庁統計より）�

自転車の事故が増えています！�

「2008自転車安全利用TOKYOキャンペーン」期間中、�

安全（点検・整備）と安心（付帯保険）のしるしＴＳマークが1,000円！�
というお得な特典をご用意しています。※修理・部品交換が発生した場合は別途料金となります。�
プロの手によって点検・整備された自転車の安全性と快適性を、そしてＴＳマークの安心感をぜひお確かめください！�
詳しくはこの「2008自転車安全利用TOKYOキャンペーン」ステッカーの貼ってある自転車安全整備店か、下記ホームページでご案内しています。�

東京都自転車商協同組合ホームページ　http://www.jitensyakumiai.com/�
東京都自転車商協同組合では、都民の皆様に安全・安心の自転車を提供するために「サイクルマイスター」制度を発足しました。詳しくはホームページをご覧ください。�

【東京都自転車商防犯協力会からのお知らせ】自転車利用者には防犯登録が義務付けられています。� このステッカーが目印です！�

キャンペーン協力店�

平成20年5月1日～6月30日�

ＴＳマークの付帯保険が適用された事例�

事故概要�　　　　　平成17年10月、中学生が、自転車で小雨の中を傘をささず
にヘルメットをかぶって走行中、信号のない交差点を右折したところで、�
対向して傘さし運転をしてきた女性が乗った自転車と接触しそうになった
のでハンドルを切ったところ女性の自転車が転倒し、左足大腿骨骨折の
重傷を負ったもの。�

　　　　　ＴＳマーク保険より、弁護士費用として105,000円、調停着手
金として、210,000円、和解金として、4,200,000円を支払った。�

赤色ＴＳマーク� ＴＳマーク付帯保険の補償内容�
傷害保険�

○入院15日以上�

○死亡・重度後遺障害（1～4級）�

（一律）10万円�

（一律）100万円�
賠償責任保険�

○死亡・重度後遺障害（1～7級）�

（限度額）2,000万円�
賠 償 金�

TSマークのお問い合わせ�

財団法人日本交通管理技術協会�

電話　03（3260）3621�
http://www.tmt.or.jp/
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